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説明内容

７．今後の進め方

３．中野サンプラザの土地・建物等の区への移転

２．事業計画の見直し方針

１．これまでの経緯

４．中野サンプラザの再利用

５．中野サンプラザの現状

６．中野サンプラザ南側広場の暫定活用
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１．これまでの経緯

令和３年 ５月  新北口駅前エリア拠点施設整備に係る施行予定者決定

令和６年 ７月  施行認可申請

令和４年１２月  基本協定締結（全地権者⇔施行予定者）

令和６年１０月  施行認可申請の取り下げ（通知）

令和７年 ２月  事業計画の見直し提案（施行予定者⇒区）

令和７年 ３月  見直し方針の回答（区⇒施行予定者、各地権者）

令和６年 ９月  事業着手が困難である旨の報告（施行予定者⇒区）

令和５年１１月  都市計画決定・変更

令和２年 １月  中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画の策定

平成２７年６月～ 区役所・サンプラザ地区再整備推進区民会議（計13回実施）
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１．これまでの経緯

区役所・サンプラザ地区再整備推進区民会議

中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画の策定

民間事業者募集・施行予定者選定

都市計画決定・変更

権利変換計画認可

施行認可

解体工事・施設建築物工事着工

現在

事業計画の見直し方針に伴い、
民間事業者募集前の段階に立ち
戻り、事業の見直しを図ります

必要に応じた再整備事業計画
の一部見直し
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１．これまでの経緯
▼令和６年７月 施行認可申請時の事業概要

■施設建築物の概要 ■断面イメージ ■イメージパース

■資金計画
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２．事業計画の見直し方針

▼事業計画の見直し方針

施行予定者より提出された事業計画の見直し提案については、当初提案の継承や

事業計画の踏襲等が一部認められるものの、１００年先においても中野区の顔と

なる特別な場所で進めていく提案としては、必ずしも十分ではないと判断しました。

このため、次の理由から、施行予定者と締結した基本協定に基づく提案内容の変

更に係る承諾及び承諾に係る協議の継続を行わない方針としました。

(1)現時点において、事業成立性の見通しが明らかでない

(2)当初提案の継承において、公平性・中立性に課題がある

(3)都に本事業の施行認可を申請した際の事業計画と比較し、区民の利用する施設

 の魅力が十分に踏襲されていない
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【改善】・住宅面積増、住宅単価

見直し等により保留床
処分金増

≪支出≫
【改善】・配棟計画の見直しなど

構造合理化等による
工事費削減
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施行予定者より示された事業収支計画については、保留床処分金の増により収入を増やし、配棟計画の見直しなど工
事費削減等により支出を減らすことで改善を図る考え方が示された。
一方で、「事業収支は基本構想段階の見立てであり、今後の行政協議や計画の深度化等により変更となる可能性があ

るため、現時点で事業の成立性を担保できるものではない」との説明があった。したがって現時点において、事業成立
性の見通しが明らかではない。

■施行予定者からの事業計画の見直し提案の概要
事業収支改善の考え方

見直し提案に対する区の見解

 ᵼᶍ  ᵼᶍ
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■施行予定者からの事業計画の見直し提案の概要 配置イメージ
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見直し提案に対する区の見解

ホールや集いの広場については、規模やコンセプトにおける当初提案の継承や、ホワイエ規模の拡大により休演時の
活用など賑わい形成、魅力向上について一部認められる内容である。また、商業面積の拡大および駐輪場配置の見直し
なども確認され、商業区画階高・連続性の改善がなされている。
一方で、配棟計画や用途割合、五丁目側からのホール視認性や、ホワイエと広場の連携と一体利用、最大級の耐震性

能など、当初提案の継承性について公平性・中立性に課題がある。
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■施行予定者からの事業計画の見直し提案の概要 配置イメージ
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屋上広場周辺施設については屋上広場に面しており、また、展望施設については事業者保有によるホテルとの一体運
営によりバンケット対応可能なレストランが配置されるなど、基本的な機能の踏襲や魅力向上について、一部認められ
る内容である。
一方で、子どもの遊び場に関する屋内外の連携、屋上広場周辺各施設間の連携機能や展望施設における規模・機能な

どの区民の利用する施設の魅力が、６月の事業計画と比較して十分に踏襲されていない。

見直し提案に対する区の見解
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３．中野サンプラザの土地・建物等の区への移転

【現 状】

¸まちづくり中野２１は金融機関から約４３億円の借入金がある。２０２４年６月の事業
計画の施行認可申請時点では、転出補償金約３５４億円の受領を見込んでおり、そこか
ら返済資金をまかなう予定であったが、返済ができていない状況となっています。

¸現在、中野サンプラザの土地・建物を保有することで、年間約３億円（固定資産 税、
利息、維持管理費）の支出が必要となっており、早期対応が求められています。

【土地・建物等の区への移転】

まちづくり中野２１の負担を軽減するため、中野サンプラザの土地・建物等を寄附によ
り区に移転（２０２５年９月頃を予定）します。
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４．中野サンプラザの再利用

【旧区役所・中野サンプラザ一体再整備の必要性について】
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４．中野サンプラザの再利用
【旧区役所・中野サンプラザ再整備のコンセプトについて】

ẑ 31 2
11  ḱ

第9回及び第10回 区役所・サンプラザ

地区再整備推進区民会議において「私

たちが再整備に求めるもの」について

ワークショップ形式での議論を行い、

左記のとおり再整備のコンセプトがま

とめられております。

再整備のコンセプトとして「中野の個

性を活かし新たな価値を生み出す」と

ともに「まちの課題を解決」する公民

連携による取り組みが求められました。
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４．中野サンプラザの再利用
【旧区役所・中野サンプラザ一体整備の事業計画について】
 Ồ「中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画」

ẑ
ṕ Ễ ể Ṗ

周辺地域への回遊やにぎわいの

創出、中野駅や新北口駅前広場

との機能連携や相乗効果によっ

てまちの課題を解決し、再整備

のコンセプトを実現するため、

旧区役所と中野サンプラザの一

体再整備を前提とした「中野駅

新北口駅前エリア再整備事業計

画」を策定しました。
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４．中野サンプラザの再利用

事務費等

整備費

支出

補助金

保留床
処分金

収入

補償費

【資金計画の枠組み】

【旧区役所・中野サンプラザ一体整備の事業手法について】
 Ồ「市街地再開発事業」

保留床

権利床

共有の土地

権利変換

事業前 事業後

第一種市街地再開発事業は、民間資金や民間活力の活用により、土地の合
理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図る手法となり、民間事業者が
主体となって事業に必要な資金を調達し、再開発建築物の建設費用や公共施
設整備費用をまかないます。

収支
バランス

¸新しい建物の建設資金など、事業に必要な資金は、
原則として、新しい建物の床の一部(保留床)を処
分(売却)することによって生み出します。

¸法令に基づく権利変換手続きが行われ、従前権利
分に見合った権利床取得や転出に伴う金銭補償が
なされるため、財産の保護が図られます。

【市街地再開発事業のしくみ】

─ ה ─ ╩⁸ ⇔™ ⱦꜟ ─
╛ ─ ⌐ ⅝ ⅎ╢↓≤≢ ╩ 14



４．中野サンプラザの再利用

¸まちの課題解決
→周辺地区をつなぎ、回遊性を高めるユニバーサルデザインの歩行者ネットワー

クの形成や広場空間の創出により、まちの利便性・回遊性・安全性を創出
¸新たな価値の創造
→中野サンプラザのＤＮＡを継承した多目的ホールや子育て支援施設の整備など、
目指すまちが実現

【旧区役所と中野サンプラザの一体整備について】

旧区役所と中野サンプラザの一体整備を「市街地再開発事業」により推進して
いくことで、区民会議においてとりまとめた「再整備のコンセプト」が実現
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４．中野サンプラザの再利用

【大規模改修工事による再利用について】

¸現状の施設を再利用するため、現在の街区や建物は変わらず、まちの利便性・
回遊性・安全性など「まちの課題」の解決や「新しい価値」の創出、「経済効果」
など、区民会議においてとりまとめた「再整備のコンセプト」は実現されません。

¸中野サンプラザの現状：竣工から５０年以上が経過し、施設更新が必要

¸大規模改修工事を行う場合：約１００億以上の経費がかかる(新規の税金の投入等）

¸大規模改修工事費用の回収：約５０年以上の期間が必要
（中野サンプラザ営業時の年間純利益は約１～２億円）

【大規模改修工事の場合のまちの課題解決やコンセプトについて】
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４．中野サンプラザの再利用

【大規模改修工事の経費について】

¸大規模改修工事の想定経費の算出

・参考文献

「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書

(公共施設及びインフラ資産の更新に係る費用を簡便に推計する方法に関する調査研究）」

平成23年3月 財団法人 自治総合センター

→公共施設等の建築物のうち、「市民文化系、社会教育系、行政系等施設」の大規模改修に要する

単価を採用（建物の構造躯体、防火・消防設備など回復し、引き続き建物を使用する想定）
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４．中野サンプラザの再利用

まちの課題への対応 周辺地区をつなぎ、回遊性を高めるユニバーサル
デザインの歩行者ネットワークの形成や広場空間
の創出により、まちの利便性・回遊性・安全性な
どの「まちの課題」が解決されます。

再利用することで現在の街区や建物は変わらないため、
まちの利便性・回遊性・安全性などの「まちの課題」
は解決されません。

新たな価値の創出 中野サンプラザのＤＮＡを継承した多目的ホール
や子育て支援施設の整備など、目指すまちの実現
に向け「新たな価値」を生み出すことが可能とな
ります。

現状の施設を再利用していくこととなるため、再整備
により実現するような「新たな価値」は生み出されま
せん。

経済合理性 第一種市街地再開発事業は、民間資金や民間活力
の活用により、土地の合理的かつ健全な高度利用
と都市機能の更新を図る手法となり、民間事業者
が主体となって事業に必要な資金を調達し、再開
発建築物の建設費用や公共施設整備費用をまかな
います。
施行認可申請時の総事業費は２６３９億円でした
が、その全てが区の負担とはなりません。

建物の構造躯体、防火・消防設備などを回復し、引き

続き建物を使用するために大規模改修工事を行う前提

で試算すると約１００億以上の経費を区が負担すると

想定されます。

まちづくり中野２１営業時の年間純利益は約２億円ほ

どとなっていたため、大規模改修工事に投資した費

用の回収には約５０年以上の期間が必要となります。

大規模改修工事による再利用旧区役所と中野サンプラザの一体整備
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４．中野サンプラザの再利用
◘fiⱪꜝ◙ ─

令和４年 ５月
中野駅新北口駅前エリア再整備事業の事業化に伴い、中野サンプラザ利用者への事
前告知や運営会社社員への適切な対応、市街地再開発事業への円滑な移行を図るた
め、令和６年３月の建物引き渡し（当時の予定）に向けて、中野サンプラザの閉館
を決定

令和５年 ７月 中野サンプラザ閉館

明渡しに向けた対応
・館内の設備、什器、消火設備等の撤去
・電気や水道、設備関連の停止措置
※対応中に事業スケジュールが遅延し、建物引き渡し時期が令和７年２月頃に変更

令和７年 ２月頃 市街地再開発事業における権利変換計画認可及び明け渡し

令和６年 １０月 施行認可申請の取り下げ
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４．中野サンプラザの再利用

¸中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画は「区役所・サンプラザ地区
再整備推進区民会議（計１３回実施）」において、長期にわたり区民と
十分な意見交換を経て策定した計画

¸中野駅新北口駅前エリア再整備事業計画の実現には、旧区役所と中野
サンプラザを一体として再整備することが必要

中野サンプラザについては、まちづくりに合わせて再整備する
ことで、新たな中野のシンボルとして次世代に引き継いでいく

【中野サンプラザの再利用について】
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５．中野サンプラザの現状

１階ホワイエ ２階ホール

21１階ホワイエ雨漏り ２階ホールの劣化



５．中野サンプラザの現状

Ｂ２機械室 Ｂ２通路

１５階宴会場ロビー ２０階レストラン
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６．中野サンプラザ南側広場の暫定活用

令和７年４月～９月頃 令和７年９月頃～解体着手まで

中野区所有まちづくり中野２１所有

土
地
・
建
物
等

寄
附
受
領

中野サンプラザ南側広場暫定活用

中野サンプラザ南側広場暫定活用スケジュール

中野サンプラザ南側広場暫定活用

建物の早期解体着手を目指しますが、それまでの期間は南側広場の暫定活用を検討していきます。

【南側広場の暫定活用】
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基本協定の解除
に向けた協議

区民、関係団体
との意見交換

サウンディング型市場
調査等情報収集（※）

必要に応じて再整
備事業計画の一部
見直しを検討

７．今後の進め方

（※）サウンディング型市場調査とは
民間事業者との対話を通じて市場の動向や活用アイデアを把握し、民間事業者が参入しやすい公募条件の
整理を行うとともに、区政課題解決に向けて優れた事業提案を促すことなどを目的に実施するものです。
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